様式第３号（第８条関係）
事業収支予算書
（　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日）
１　収入の部
	経費区分
	金額（円）
	備考

	補助金
	
	

	借入金
	
	

	自己資金
	
	

	その他
	
	

	合計
	
	


２　支出の部
	経費区分
	金額（円）
	経費の説明・積算内訳

	補助対象経費
	コンサル料
	
	

	
	事業費
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	補助対象外経費
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計
	
	


(1) 金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いて記載し、1,000円未満を切り捨てること。
(2) 補助金の額は、補助対象経費の合計額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）に２分の１を乗じて得た額（上限額：100万円）を記載すること。
(3) 補助対象経費のうち事業費の経費区分は、下関市国内販路開拓事業新商品開発補助金交付要綱の別表に掲げる区分の内容と同じ用語を使用すること。
[bookmark: _GoBack](4) 収入の部の合計額と支出の部の合計額とを一致させること。

